
報告第３２号 

 

芸術文化ホールくらら及び美術館の指定管理者に係るプロポーザル実施について 

 

 

１ プロポーザルを実施する施設の概要  

（１） 施 設 名 称 東広島芸術文化ホール（平成 28 年 4 月 1日開館） 

施 設の位置 東広島市西条栄町 7番 19 号 

現指定管理者 ＪＴＢ・ＮＨＫアート・日本管財共同企業体 

指定管理期間 平成 31 年 4 月 1日～令和 6年 3月 31 日 

施 設の内容 大ホール、小ホール、市民ギャラリー、サロンホール、和室、調理実習室、 

工作室、録音スタジオ、会議室、研修室、レストランカフェ 

 

（２） 施 設 名 称 東広島市立美術館（令和 2年 11 月 3 日開館） 

施 設の位置 東広島市西条栄町 9番 1号 

現指定管理者 株式会社イズミテクノ 

指定管理期間 令和元年 11 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

施 設の内容 展示室 A・B、アートスペース、アートギャラリー・収蔵庫 

 

 

２ プロポーザルの概要 

（１）スケジュール（予定） 

内 容 時 期 

公募要項及び仕様書の配布及び公開 令和５年５月初旬 

公募説明会の実施 令和５年５月中旬 

指定申請書類の受付 令和５年７月中旬 

一次審査（書類審査） 令和５年７月中旬 

二次審査（プレゼンテーション及び質疑） 令和５年７月下旬～８月上旬 

指定結果の通知等 令和５年８月中旬 

選定結果の公開 令和５年８月中旬 ※東広島市 HP で公開。 

指定管理者との仮協定の締結 令和５年８月下旬 

指定管理者の指定 令和５年９月議会 

指定管理者との協定締結 令和５年９月下旬 

 

（２）指定管理期間 

   令和 6年 4月 1日～令和 11 年 3 月 31 日 
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